
1．「扶養状況届【子供（義務教育終了前）】」の個別必要書類欄の改訂

2．「扶養状況届【配偶者・子供（義務教育終了後）・父母・その他】」の

　　2．雇用保険について　後日提出を認めていた『雇用保険受給資格者証（両面コピー）』

　　『雇用保険受給延長通知書（写）』を原則、申請時に添付

3．被扶養者認定に必要な書類

　　雇用保険について　後日提出を認めていた『雇用保険受給資格者証（両面コピー）』

　　『雇用保険受給延長通知書（写）』を原則、申請時に添付


